
最高管理責任者
【学長】

競争的資金相談窓口

【研究・産学連携部
常三島研究・産学支援課】

国立大学法人徳島大学における公的研究費の管理・運営体制
「国立大学法人徳島大学における公的研究費の取扱いに関する規則」

監査室

運営及び管理体制
全体をモニタリング

不正防止計画推進室
不正防止計画の策定・実施等

室員 理事，総務部長，財務部長，研究・産学連携部長，
その他室長が必要と認めた者

事務 研究・産学連携部研究・産学企画課 ※財務部の協力を得る

競争的資金等の運営・管理に関するすべての
構成員(非常勤を含む研究者及び事務職員)

経理責任者等

競争的資金等の経理事務

会 計
監査人

監 事

相談者
＜学内・学外＞

不正使用告発窓口
（「徳島大学における公益通報

の取扱い等に関する規則」
第４条に定める通報等の窓口）

【学内】
総務部人事課

【学外】
本学が委任した

法律事務所

告発者
＜学内・学外＞

告発等 保護等

通報処理責任者
【総務・財務担当理事】

又は
【常勤監事】

統括管理責任者
【理事・副学長（研究担当）】

最高管理責任者を補佐

１．「国立大学法人徳島大学職員就業規則
又は学則等」に基づき処分

２．不正防止計画推進室にて再発防止
策等について検討・策定

連携

基本方針の策定・必要な措置 報告

具体策の策定・指示 状況報告

コンプライアンス推進副責任者
【学科長レベル】

連携

コンプライアンス推進責任者
【部局の長】

コンプライアンス教育・研究執行・管理等の管理監督

連携

命令

管理監督
報告

各部局等

具体策を実施し，実施状況を確認。コンプライアンス教育を
実施し，受講状況を管理監督。モニタリングし，改善を指導。

日常的に目が届き，実効的に管理監督を行なう。

調査委員会

事務：研究・産学連携部研究・産学企画課
※関係部局の協力を得る

2022.８.31修正

相談

（統括管理責任者へ）

不正使用に
関する通報等

報告（併せて被告発者の所
属する部局の長へ通知）

不正行為の認定

（部局による予備調査を経て）
本調査の実施を命令

委員長：【統括管理責任者】

連携

回答

競争的資金に関する事務処理手続き
及び会計規則等に関する相談

公的研究費の使用に係る不正
についての告発又は相談(告発等)

状況報告


